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知財総合支援窓口運営事業
中小企業等の経営課題の解決に向けて、知財トータルサポーターが「知的財産」の側面
から支援を行います。

経営課題を「知財」の側面から解決支援します。

○中小企業者

○農林水産事業者

○個人事業主、創業予定者 など

知財トータルサポーターや専門家（弁護士・弁理
士等）による専門的アドバイス
○知的財産権制度の説明 ○類似技術等の調査支援
○特許庁申請支援 ○知財の活用・事業化支援 等

○ご利用は全て無料です。
○相談内容は守秘義務により保護されます。
○弁護士・弁理士による相談会は、事前の
予約が必要です。

（相談会開催日）
弁護士・弁理士相談 毎週金曜日

対 象

利用の流れ 支援について

支援内容

佐賀県産業イノベーションセンター
担当部署 / 知財支援課
TEL：0952-30-8191 FAX：0952-30-8193

お問合せ
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知財トータルサポーターによる支援
（窓口で支援）
相談内容により以下の支援も実施

現地での支援
訪問による支援
（状況により知財専門家も同行）

専門性の高い支援
知財専門家の活用
（弁護士・弁理士による相談会）
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